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番号 募集要項等の該当項目 質 問 内 容（要 旨） 回            答

1 スライド制

スライド制の手引き中の賃金スライド額（Ｃ）がどのような
ものか不明であることなど、事務手続きの流れが理解で
きないことなどから、同手引きに示されている様式２～３
を示してほしい。

添付をご確認ください。

2 スライド制
指定管理者が直接雇用する賃金職員（アルバイト）の経
費は、スライド制では人件費扱いとなるのか。

人件費扱いとなります。

3 スライド制

スライド制手引きの６Ｐからの事務手続きの流れをみる
と、様式２で指定管理者に通知されるとのことだが、事前
に提出している様式1に記載した人件費と物件費がそれ
ぞれ参照指標を乗じた金額が示されるということで良い
か

そのとおりです。

4 スライド制

スライド制手引きの８Ｐの＜各年度＞の留意事項は、ほ
ぼ人件費（賃金スライド額）が変動した場合にどのように
事務処理をするのかを記載しているが、物件費が変動し
た場合は特に留意事項はなく、示された増減見込額に
従って事務処理を進めていけばよいということか。

　賃金スライド額については、様式２で示した金額を限度
額とし、各年度中に実際に従業員の賃上げに反映させた
（予定を含む）額を申請するため、留意事項のとおり対応
する必要があります。
　一方で物価スライド額については、様式２で算出した金
額で決定となることから、お見込のとおり留意事項は該
当しないこととなります。

5 スライド制
スライド制手引きの８Ｐの＜各年度＞③は、賃金スライド
額が増額である年度の場合しか示されていない。物件費
が増額した場合、申請書は提出できないのか。

　賃金スライド額は、様式２で示した金額を限度額とし、
各年度中に実際に従業員の賃上げに反映させた（予定を
含む）額を申請いただくため、「③申請書を提出」により様
式３の申請書を提出いただくこととしています。
　仮に様式２で賃金スライド額が０円で物価スライド額が
増額となった場合は、様式３の提出は行わず、様式２を
もって指定管理料の増額が決定することとなります。

6 スライド制

スライド制手引きの様式2で示された物件費の増減見込
額が、例えば増の見込額であった場合、指定管理者の実
際に必要な物件費の増分と比較して差があった時、上
回った場合と下回った場合とでそれぞれどのように考え
るようになるのか。

実際に必要な額を上回った場合・下回った場合いずれに
おいても、様式２で示した物件費の増額見込額の金額を
支払います。増額もしくは減額はしません。

7 スライド制

スライド制手引き５Ｐイ物件費の算出方法の表に記載さ
れている物価スライド額は毎年度、補正後に委託料の追
加や減額をされ、指定管理者に追給したり返納させるの
か。

そのとおりです。

さぬきこどもの国指定管理者の募集に関する質問内容と回答


